
令和２年７月７日

保護者様

愛知県立名古屋盲学校長

気象警報発表時の登下校について【改定】

本校ではこの度、「大雨警報※」の対応について見直しさせていただきました。改定後の対

応は下記のとおりとなります。保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。なお、

今回の改定で御不明な点がございましたら、教頭まで御連絡ください。

気象警報は、「暴風」「大雨（浸水害等）」「大雪」に関する「警報」又は「特別警報」が、

｢愛知県尾張東部全域又は、尾張東部のいずれかの市町」に発表された場合を対象とします。

※大雨警報は、（浸水害）、（土砂災害）、（土砂災害、浸水害）と分けて発表されています。

今回の改定では、「大雨警報（浸水害）、大雨警報（土砂災害、浸水害）」を臨時休業の対

象とさせていただきます。「大雨警報（土砂災害）」のみのときは、通常授業となります。

記

１ 気象警報発表時の登校について

警報の種類
｢大雪」

発表･解除の 学校の対応 「暴風雪」

暴 大雨 区分 「特別警報｣

風 (浸水害等) 学習活動 給食 ｽｸｰﾙﾊﾞｽ が発表の場合

左記「○」印の

午前6時30分時点 ○ ○ いずれか１つ以 登校しません 午前６時30

上が発表中 分時点で尾張

左記「－」印の 午後から
給食 登校バ 東部のいずれ

午前11時までに解除 － －
全てが解除 授業開始

なし スは運 かの市町に警

休 報が発表され

左記｢○」印の
臨時休業

ている場合は

午前11時時点 ○ ○ いずれか１つ以
(家庭学習)

臨 時 休 業

上が発表中

※ 対象地域以外や状況（大雨（土砂災害）、洪水､高潮警報等）で、交通機関の途絶、道

路の冠水や河川の決壊等、地域の状況から登校中の危険が予想される場合、御家庭で判

断していただき、家庭で待機等の対応をしてください。その場合は、「家庭学習」扱いとし

ます。

２ 登校後に警報が発表されたときの対応について

(1) 安全に帰宅できるときは授業を中止して下校します｡

(2) 下校スクールバスは可能な限り運行します。運行については学校に確認してください｡

(3) 下校が危険なときは学校に待機することもあります｡その際は保護者の皆様に連絡を行

います｡

(4) 交通機関の運行状況や道路状況により、必要に応じて保護者と下校方法について連絡

相談をして対応させていただきます。



３ メール配信について

本校では、保護者携帯電話へのメール配信を取り入れています。登録者へは以下の内容

が配信されます。

(1) 感染症流行等による学級閉鎖、臨時休業の連絡

(2) 南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合の対応等についての連絡

(3) 不審者情報の連絡

(4) 天候不順に伴う学校行事の中止・実施、開始時刻変更の連絡

４ 寄宿舎の対応について

(1) 開舎日

ア ｢大雪」「暴風雪」「特別警報｣等の気象警報の場合は、学校の対応に応じて終

日開舎しません。

イ 午前11時までに「大雨（浸水害等）」「暴風」の気象警報が解除された場合は、

午後１時に開舎します。

/ ウ 午前 11時 以降 の対応 (下 表 を参照 )

寄 宿 舎の対応 (開 舎 日 )

警報の発表･解除の区分 閉開舎 舎食

(夕食･翌朝食)

午後3時までに｢暴風｣｢大雨（浸水害等）｣警報が解除
警報解除２時間後

あり

された場合
開 舎

午後3時時点で｢暴風｣｢大雨（浸水害等）｣警報のいず 終日閉舎 なし
れか1つ以上が発表中の場合

※ 宿泊する児童生徒は、午後４時までに寄宿舎へ連絡し、午後６時までに入舎します。

(2) 在舎中

ア 午前６時３０分時点で警報が発表中で、午前１１時までに解除された場合は、授

業再開時間に合わせて登校します。

イ 午前１１時までに解除されなかった場合は、寄宿舎にて「家庭学習」扱いとなり

ます。

５ その他

自宅付近が危険な状況にある御家庭は、なるべく早く学校にお知らせください。

＜連絡先＞ 職員室 （０５２）７１１－９５５４

事務室 （０５２）７１１－０００９

寄宿舎 （０５２）７１１－９５７５

臨時休業の連絡につきましては、メール配信しますので登校時に必ず御確認ください。


